
　

左
記
の
市
税
・
国
保
税
の
納
期
限

が
経
過
し
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
住
民
税

　

１
期
・
２
期
・
３
期

●
固
定
資
産
税

　

１
期
・
２
期
・
３
期
・
４
期

●
軽
自
動
車
税　

全
期

●
国
民
健
康
保
険
税

　

１
期
・
２
期
・
３
期
・
４
期
・
５

期
　

広
報
き
く
ち
10
月
号
23
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
納
税

の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
滞
納
処
分

を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

左
記
の
と
お
り
、
平
成
19
年
度
の

滞
納
処
分
（
差
押
）
状
況
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
（
平
成
19
年
11
月
12
日
現

在
）。

◆
預
貯
金
口
座
の
差
押

　

１
３
７
件

◆
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
の
差
押

　

24
件

◆
動
産
（
家
電
製
品
・
貴
金
属
・
骨

董
品
・
日
用
品
な
ど
）
の
差
押

　

１
１
０
件

◆
所
得
税
の
還
付
金
差
押

　

10
件

◆
自
動
車
・
バ
イ
ク
の
差
押

　

７
件

◆
そ
の
他
（
ゴ
ル
フ
会
員
権
な
ど
）

　

２
件

　

滞
納
し
て
い
る
人
す
べ
て
が
、
す

ぐ
に
差
押
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
何
ら
か
の
事
情
で
納

期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
早
め
に
納
税
相
談
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

遠
慮
な
く
市
役
所
税
務
課
ま
で
お

電
話
く
だ
さ
い
。
地
区
ご
と
の
担
当

職
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
徴
税
係

　

☎
（
25
）
７
２
０
８

　

平
成
20
年
度
の
固
定
資
産
税
の
賦

課
期
日
は
、
平
成
20
年
１
月
１
日
で

す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
賦
課
期
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
を
解
体
し
、
建
物
滅
失
登
記
を

し
な
い
場
合
や
、
未
登
記
建
物
の
所

有
権
が
移
転
し
て
い
る
場
合
は
、
届

出
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
手
続
き
を
済
ま
さ
れ
な
い
と
、

誤
っ
て
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

☎
（
25
）
７
２
０
７

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で

工
場
、
商
店
ま
た
は
農
業
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
人
が
、
そ
の
事
業
の
た

め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
・

器
具
・
備
品
等
の
有
形
固
定
資
産
の

こ
と
で
す
。

申
告
の
内
容

①
構
築
物
（
広
告
塔
・
テ
ナ
ン
ト
改

装
な
ど
）

②
機
械
お
よ
び
装
置
（
コ
ン
ベ
ア
・

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
・
農
業
用
機
械
・

施
設
な
ど
）

③
車
両
お
よ
び
運
搬
具
（
自
動
車
税

な
ら
び
に
軽
自
動
車
税
の
対
象
と

な
る
も
の
を
除
く
）

④
工
具
器
具
お
よ
び
備
品
（
机
・
イ

ス
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）

　

こ
の
よ
う
な
事
業
用
資
産
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
資
産
所
有
状
況
を
申
告
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
前
年
申
告
の
あ
る
場
合
は
、
後
日

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
新
規
事
業
者
ま
た
は
事
業
用
資
産

を
所
有
し
て
い
て
申
告
書
の
送
付

が
無
い
場
合
は
、
左
記
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
木
）

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

問
い
合
わ
せ
・
申
告
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

☎
（
25
）
７
２
０
７

　

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用
料

な
ど
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
支
払

先
の
住
所
、
氏
名
、
支
払
金
額
な
ど

を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票
や
支
払
調

書
な
ど
（
総
称
し
て
「
法
定
調
書
」

と
い
い
ま
す
）
を
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
法
定
調
書
は
、
利
子
、
配
当

な
ど
の
一
部
を
除
き
、
一
年
間
の
支

払
分
を
取
り
ま
と
め
て
提
出
す
る
も

の
で
、
平
成
19
年
中
の
支
払
に
係
る

法
定
調
書
の
提
出
は
、
平
成
20
年
１

月
31
日
（
木
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
記
載
誤
り
の
な
い
よ
う
正

確
に
記
載
し
、
期
限
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

　

税
務
相
談
室

　

☎
０
９
６
（
３
５
５
）
０
０
１
４

　

消
費
税
の
免
税
事
業
者
で
、
平
成

17
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
な
ど

に
お
い
て
、
消
費
税
の
課
税
売
上
高

が
１
、０
０
０
万
円
を
超
え
た
人
は
、

平
成
19
年
分
は
消
費
税
の
課
税
事
業

者
と
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
20
年
３

月
31
日
（
月
）
ま
で
に
消
費
税
の
確

定
申
告
と
納
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
課
税
事
業
者
の
納
付
す
る

消
費
税
額
は
、
課
税
期
間
の
売
上
げ

に
対
す
る
消
費
税
額
か
ら
仕
入
れ
や

経
費
に
含
ま
れ
る
消
費
税
額
を
控
除

（
仕
入
税
額
控
除
）
し
て
計
算
す
る

の
で
、
売
上
げ
、
仕
入
れ
な
ど
に
係

る
取
引
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た

帳
簿
や
書
類
の
保
存
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
仕
入
税
額
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
簡
易
課
税
制
度
を
選
択

し
た
場
合
を
除
き
、
取
引
事
実
を
記

録
し
た
帳
簿
に
加
え
、
取
引
先
か
ら

受
け
取
っ
た
請
求
書
な
ど
の
保
存
も

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
帳
簿

な
ど
の
保
存
期
間
は
、
そ
の
課
税
期

間
の
確
定
申
告
期
限
の
翌
日
か
ら
７

年
間
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

　

税
務
相
談
室

　

☎
０
９
６
（
３
５
５
）
０
０
１
４

●国民健康保険税第６期
●市県民税第４期
※口座振替を利用している人
は、12 月 25 日（火）に振
替を行いますので、残高の
確認をお願いします。

12月の「税」の納期限
問い合わせ先　税務課

家
屋
の
解
体
届
と
未
登
記
家

屋
の
異
動
届
は
お
早
め
に

個
人
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

市
税
・
国
保
税
の

　
　
　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

法
定
調
書
の
提
出
は

1
月
31
日
（
木
）
ま
で

　市税・国保税の徴収のために差押さえた財産（家
電製品・日用品など）約 60点を菊池市七城公民
館で公売し、150人を越える参加者がありました。
売却した代金 157,012 円は滞納となっている市
税などへ充てることができました。
　また、インターネット公売でも 8点を売却し、
248,185 円が同じく滞納市税などへ充てられま
した。
　今後も自主財源の確保と納税者の公平性を保つ
ため、継続して滞納処分を強化していきます。

第１回菊池市公売会を
実施しました

軽油引取税の免税手続きを
次の日程で実施します
　農業用機械に使用する軽油の免税には、「免税軽
油使用者証（2年毎に更新）」と「免税証（1年毎
に更新）」が必要です。軽油引取税の免税を希望す
る人は、必ず下記により交付申請をしてください。
受付日
単独で申請する人
　→平成 20年 1月 7日（月）～ 10日（木）
共同で申請する人
　→平成 20年 1月 17日（木）～ 18日（金）
受付時間　午前 9時～午後 4時
※正午から午後 1時までを除く。
受付場所　熊本県菊池総合庁舎 1階　第 4会議室

◆免税軽油使用者証関係
①免税軽油使用者証交付申請書　②誓約書　③免税
軽油使用者証　④耕作証明書（農業委員会発行）　
⑤免税機械の所有・使用証明（市町税務課発行）　
⑥免税機械の写真（1台につき、前・後・横から合

計 3枚撮影）
⑦印鑑（法人は登記所に提出済の代表者印、個人は
認印で可）
◆免税証関係
⑧免税証交付申請書　⑨免税軽油の引取り等に係る
報告書　⑩免税証交付申請書付表 1　⑪免税証交付
申請書付表 2　⑫免税軽油所要数量計算明細書　
⑬未使用の免税証
◆本人確認書類
⑭申請者本人を確認する書面（運転免許証など）
注意事項
•新規申請の場合、必ず本人または法人代表者が来
局してください。
•必要書類にはペンで記入してください。（鉛筆書
き不可）
•免税証交付申請書付表 2には販売店証明印があ
ることを確認してください。
•新規申請の場合、「耕作予定表」を作成するので、
「作物名」「作付面積」「機械の名称と馬力」を把
握しておいてください。
•受付日当日都合が悪い場合は、担当者までご相談
ください。
問い合わせ先　熊本県菊池地域振興局
　　　　　　　税務課課税係　☎（25）4124

　農業委員会では、毎年 1月 1日を基準日として、農
業委員選挙人名簿の作成をしなければなりません。
　そこで、該当者あてに登載申請書を配布しますので、
1月 10日までに提出をお願いします。
　区長さんに取りまとめをお願いする予定ですが、その
際、個人情報保護のため封筒を利用されても結構です。
　ご協力、よろしくお願いします。
該当者
•菊池市に住所のある 20歳以上の人。
•10a以上の農地をおおむね60日以上耕作している人。
問い合わせ先　農業委員会　☎（25）7235

農業者の皆さんへの重要なお知らせです

必要書類　　
免税軽油使用者証
の有効期限 軽油引取税の免税手続きに必要な書類

新　　　　　　規 ①、②、④～⑧、⑭（④⑤⑥⑦⑭は事
前に準備すること）

H20.2.29 まで ①～⑭（③～⑦、⑨～⑭は事前に準備
すること）

H21.2.28 まで ⑧～⑭（事前に準備すること）

〜
納
税
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す
〜

七
城
公
民
館
で
あ
っ
た
公
売
会

1月10日（木）までに
「菊池市農業委員選挙人
名簿登載申請書」の提出を

お願いします

10月23日に

第１回菊池市公売会を
実施しました

10月23日に
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菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000

旭志総合支所
☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111


